
（単位：千円）

１　健全化判断比率

（１）実質赤字比率

　　　（対象：一般会計・市有林事業特別会計・奨学資金貸与事業特別会計）

○実質赤字額

○標準財政規模

○臨時財政対策債発行可能額

一般会計＋一般会計に属する特別会計(市有林，奨学資金貸与事業)の実質赤字額

　歳入総額を上回って支出した額（黒字の場合はマイナス（△）表示としている）

　一般財源の不足に対処するため，国が自治体ごとに認めた臨時財政対策債の発行可能額

実質赤字比率 ＝

＝

36,768,591（2,595,564）

△2,109,622

△5.73%

＝

標準財政規模（うち，臨時財政対策債発行可能額）

健全化判断比率及び資金不足比率の算定内訳

　市税や各種交付金，普通交付税など経常的に見込まれる一般財源の総額。各自治体の財政規模を表す指標として算定
される。

（黒字決算のため，マイナス（△）にて表示）



（２）連結実質赤字比率

　　（対象：一般会計，特別会計11会計，事業会計２会計 全14会計）

※1 会計別収支

歳　入 歳　出 繰越額 収支
（△は赤字）

65,393,020 61,600,770 1,691,014 2,101,236

36,016 32,103 3,913

42,853 38,380 4,473

15,056,733 14,323,235 733,498

1,005,873 984,070 21,803

9,193,901 9,166,526 27,375

4,824,694 4,287,051 390,890 146,753

1,861,469 1,303,116 503,345 55,008

445,829 399,989 45,840

225,779 219,131 6,648

14,722 12,097 2,625

229,627 25,661 203,966

流動資産 流動負債 －
資金不足

又は剰余額

3,346,706 473,790 2,872,916

4,747,118 1,891,159 2,855,959

9,082,013

分　類

公営企業会計
(事業会計)

歳入は土地収入見込額（191,472）を含めた数値から
地方債残高（40,033）を控除した額

備　考

繰越額は翌年度に繰り越すべき財源の額

⑭ 病 院 事 業

⑫ 宅 地 造 成

区　　分

歳入においては繰越額に対する未収入特定財
源（325,957）を含めた額

歳入においては繰越額に対する未収入特定財
源（308,387）を含めた額

分　類 会計区分

⑪鳴子上原簡易水道

⑦ 下 水 道

⑧ 農 業 集 落 排 水

⑨ 浄 化 槽

① 一 般 会 計

公営企業会計を除く
特別会計

⑤後期高齢者医療

⑥ 介 護 保 険

⑩岩出山簡易水道

流動資産は，控除財源(42,600)を控除した額

計

⑬ 水 道 事 業

連結実質赤字比率 ＝

一般会計等
(普通会計)

＝

公営企業会計を含む
特別会計

＝

② 市 有 林

③ 奨 学 資 金

④ 国 民 健 康 保 険

△24.70% （黒字決算のため，マイナス（△）にて表示）

36,768,591（2,595,564）

一般，特別会計11会計の実質赤字額＋事業会計２会計の赤字額 ※1

標準財政規模（うち，臨時財政対策債発行可能額）

△ 9,082,013



（３）実質公債費比率

　　（対象：一般会計，特別会計８会計，事業会計２会計 全11会計 + 一部事務組合） 

（21年度単年度数値）

4,712,397

30,012,044

（22年度単年度数値）

4,557,528

31,601,215

（23年度単年度数値）

4,214,789

31,163,507

○元利償還金

　一般会計等で過去に借入れた地方債の当該年度における元金・利子の返済額

○準元利償還金

○元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額

　普通交付税の基準財政需要額に算入された元利償還金や準元利償還金

＝

15.70169%

＝ 14.42200%

＝

36,768,591（2,595,564）　－　5,605,084

＝

　の３か年平均

35,390,085（2,328,258）　－　5,378,041

21年度から23年度の3か年平均 = 14.5％

＝

6,336,942　＋　3,753,496　－　5,378,041

〔地方債の元利償還金+準元利償還金〕－〔特定財源+元利償還
金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額〕

〔標準財政規模（うち，臨時財政対策債発行可能額)〕－〔元
利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額〕

7,274,961　＋　3,596,253　－　6,313,686

37,064,610（3,656,017）　－　5,463,395

＝

＝

＝

実質公債費比率

　当該年度において一般会計等が公営企業や一部事務組合に対して繰出し，あるいは負担，補助した額のうち，地方債
の元利償還金に充てられた額，公債費に準ずる債務負担に係るもの及び一時借入金の利子等の地方債の元利償還金に準
じたもの

＝

＝ 13.52476%

7,210,387　＋　3,416,245　－　6,411,843



（４）将来負担比率

　　（対象：一般会計，特別会計８会計，事業会計２会計 全11会計 + 一部事務組合 + 土地開発公社）

○将来負担額の内訳

○充当可能基金額

　財政調整基金や減債基金，まちづくり基金など将来の財政負担を補てんすることが可能な基金の額

○特定財源見込額

　元金償還金や準元金償還金に充てることが可能な住宅使用料や都市計画税などの特定財源の収入見込額

○地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額

　元金償還金・準元金償還金のうち，将来において普通交付税の基準財政需要額に算入される見込額

36,768,591（2,595,564）　－　5,605,084

連結実質赤字額

組合等の連結実質赤字額相当額のうち一般会計等の負担見込額

計 113,837,730

一般会計等以外の会計の地方債の元金償還に充てる一般会計等の負担額

土地開発公社等の設立法人の負債に対する一般会計等の負担見込額

0

0

＝ 79.6%

24,819,321

403,966

800,461

一部事務組合等の地方債の元金償還金に充てる一般会計等の負担見込額

退職手当支給予定額（全職員に対する期末要支給額）のうち，一般会計等の負
担見込額

37,358,078

＝

将来負担額　－（充当可能基金額　＋　特定財源見込額（うち都市計画税））
　　　＋　地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額）

標準財政規模（うち，臨時財政対策債発行可能額）　－　元利償還金・準元利償還金に
係る基準財政需要額算入額

＝

113,837,730　－　（9,858,496　＋　11,163,233（9,453,184）　＋　67,996,680　）

＝

2,356,056

9,156,662

一般会計等の当該年度末における地方債現在高 63,762,507

将来負担比率

債務負担行為に基づく支出予定額

31,163,507



２　資金不足比率

　　（会計の範囲：各公営企業に係る特別会計６会計，事業会計２会計 全８会計 ）

○資金不足額

　流動負債や歳出相当額から流動資産や歳入相当額，売払見込額等を差し引いた金額

○事業の規模

　営業収益に相当する収入の額から受託工事収益に相当する収入の額を差し引いた金額

　宅地造成事業については，事業経営のための財源規模を示す資本及び負債の合計額

宅 地 造 成 事 業

3,312,080

243,999

5,560

資金不足比率　 ＝

△ 45,840

△ 146,753

公営企業に係る特別会計，事業会計ごとの資金不足額

事業の規模

△ 55,008

1,118,295

△ 6,648

150,602

48,175

62,684

△ 2,625

15,467,814

△ 2,872,916

－

－

－

△ 203,966 －

浄 化 槽 事 業

岩出山簡易水道事業

鳴子上原簡易水道事業

△ 2,855,959病 院 事 業

下 水 道 事 業

農 業 集 落 排 水 事 業

資金不足額
（黒字決算のため，マイナス

（△）表示）

－

資金不足比率
（資金不足比率がない場合は

「－」にて表示）

－

－

事業の規模
（料金収入などの収益等）

－

会計区分

水 道 事 業


	個別算定内訳

